
主催 ： 発明推進協会　オンラインセミナーのご案内 関係の方々にご回覧ください

特許権侵害の権利行使を受けた際の対抗策と
侵害を未然に回避するための予防策

　他社から特許権侵害の権利行使を受け、敗訴す

ると、対象製品の製造、販売ができなくなるだけ

でなく、多額の損害賠償金の支払い義務が生じる

危険性があります。特に、近年では、令和元年特

許法改正や３件の知財高裁大合議判決の影響もあ

り、従来よりも、多額の損害賠償が命じられるリ

スクが高まっています。

2026年 3月11 日［水］
◆時間14:00～17:00（途中休憩有り）

　本セミナーでは、原告・被告双方の代理人として

多数の特許権侵害訴訟を経験してきた講師の実務経

験を踏まえ、他社から特許権侵害の権利行使を受け

た際の被疑侵害者側の対抗策、特に特許権侵害訴訟

の審理や事前交渉における留意点に関する解説をさ

せていただきます。

　また、他社から特許権侵害の権利行使を受けるこ

とを未然に防ぐために、日々の知財実務において行

うべき予防策（特許権侵害を回避する設計変更、他

社特許の権利化阻止・無効化、先使用・公然実施の

立証準備等）に関しても、近時の裁判例や実務経験

を踏まえたご説明をさせていただきます。

■開催日時

●講　 師：  レクシア特許法律事務所 弁護士・弁理士　山田　威一郎　氏

●会     場：  Zoomを使ったオンラインセミナー

●申込方法：  当協会Webサイトのオンラインフォームからお申込みください。

多数の特許権侵害訴訟を経験してきた講師の実務経験や近時の裁判例を踏まえ詳説!

経済産業研修会 検　索

●参加料： （知的財産情報メンバーズの「セミナー無料招待券」もご利用いただけます。）

※セミナー終了後に請求書はお送り致します。

知的財産情報メンバーズ　　　　　　　　　　　　６,０００円(税込)

発明推進協会、各地域の発明協会会員　　　　　１０,２００円(税込)

一般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２,０００円(税込)

申し込んでいただいた皆様には、セミナー終了後
にセミナーを録画した動画（2週間閲覧可能）の
閲覧用URLをお送りいたしますので、セミナー当
日に都合がつかない方も受講可能です。

★オンデマンド視聴可能

開催案内のメールマガジンがご登録いただけます。

一般社団法人発明推進協会 東京都港区虎ノ門二丁目９番１号　虎ノ門ヒルズ 
江戸見坂テラス E-mail ： kensyu-kai@jiii.or.jp

経済産業研修会 検　索



特許権侵害の権利行使を受けた際の対抗策と侵害を未然に回避するための予防策　プログラム

１　特許権侵害訴訟を提起された際、敗訴した際

のリスク・ダメージ

　　～炭酸パック化粧料事件等を題材に～

２　特許権侵害の損害賠償に関する近時の動向

（１）特許法１０２条に関する３件の大合議判決

とその後の裁判例の動向

（２）会社の取締役個人の損害賠償責任を認めた

裁判例

３　特許権侵害の警告を受けた際の留意点と交

渉の進め方

（１）警告書を受け取った際の初動対応

（２）特許権者との交渉上の留意点

４　特許権侵害訴訟における被疑侵害者側の対

抗策

（１）特許権侵害訴訟の審理

（２）無効の抗弁の準備と主張方法

（３）技術説明会、和解等の対応

◎お申込時にいただきました個人情報につきましては、本講座の実施、運営に利用させていただくとともに、新刊書やセミナー・講演会等の各
種ご案内など当会の事業活動に限って使用させていただくことがあります。また、本講座の講師にお客様の「所属先」、「部署名（役職名）」、「氏
名」等をお知らせさせていただきます。本件に関し、不都合がございましたらご連絡ください。
◎参加をキャンセルされる場合は、研修会開催日の前々日（土日祝祭日は除く）の１７：００までに、必ずメールにてご連絡ください。キャンセ
ルのご連絡がなく、当日、欠席された場合は、参加料を全額請求させて頂きます。
◎本セミナー参加に際しては、当会への申込みとＺｏｏｍへの登録が必要となります。Ｚｏｏｍ登録用のＵＲＬは開催日の前日までにメール
送信いたします。ご登録いただきますと、参加用のＵＲＬがＺｏｏｍからメール送信されます。ご面倒をお掛けいたしますが、必要事項をそれ
ぞれのフォームにご入力をお願いいたします。

お問い合わせは
一般社団法人発明推進協会　経済産業研修会 　
TEL：03-3502-5493　　E-mail : kensyu-kai@jiii.or.jp
所在地：〒105-0001　東京都港区虎ノ門二丁目９番１号　虎ノ門ヒルズ江戸見坂テラス

５　特許発明の技術的範囲の解釈と侵害回避の

手法

（１）技術的範囲の解釈手法（文言侵害、均等侵害）

（２）侵害を回避する設計変更の手法と留意点

６　他社特許の権利化阻止、無効化

（１）情報提供・異議申立・無効審判の制度概要

（２）各種制度のメリット・デメリットと使い分け

７　先使用、公然実施の立証準備

（１）他社特許の出願前から発明の実施をしていた

場合の対抗策

（２）先使用権の制度概要と近時の裁判例の動向

（３）公然実施に基づく無効主張の要件と留意点

（４）先使用権・公然実施の立証方法と証拠の準備

における留意点
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